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受 注 者 等 提 出 書 類 処 理 基 準 

   

（目  的） 

第１ この基準は、中野区工事施行規程第１９条の規定に基づき、受注者等から提出される書類（以下「書

類」という。）の様式及び処理方法を定めることにより、工事の円滑かつ適正な施行を図ることを目的

とする。 

 

 

（適用範囲） 

第２ この基準は、中野区が施行する建築工事の請負及び設計、工事監理の委託に係る書類の処理に適用 

する。 

 

 

（書類の名称及び様式） 

第３ 書類の名称及び様式は、別表のとおりとする。 

 

 

（処理方法） 

第４ 監督員は、受領した書類の内容を調査のうえ、速やかに所要の手続きをとるものとする。 

   書類の記入上の注意その他必要な事項は、要領に定める。 

 

 

（基準に定めのないもの） 

第５ この基準において、定めのないものの処理方法については、東京都の基準を準用することとする。 

 

 

（細  目） 

第６ この基準の実施に必要な細目は、要領に定める。 

 

 

附  則 

 この基準は、平成１３年６月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

受 注 者 等 提 出 書 類 処 理 基 準 

（基準実施細目） 

 

 

（趣  旨） 

第１ 受注者等提出書類処理基準（以下「基準」という。）の実施に必要な処理方法は、この要領による。 

 

 

（書  類） 

第２ 書類の名称及び様式は、基準に定めるものによる。 

   なお、書類はワ－プロ、タイプ等を用いた書式でも差し支えないものとする。 

 

 

（処理方法） 

第３ 処理すべき書類は第２による。その処理方法は次のとおりとする。 

  １ 書類の提出時期は、別表による。 

  ２ 記入方法及び注意事項は、様式に個々に記載するとおりとする。 

   

 

 

附則 

 この要領は、平成１３年６月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

            書類の名称及び様式          別表 

１ 工事の請負に係る書類（甲） 

 

番号 名      称 様  式 提 出 時 期 ペ－ジ 

 

１ 

 

 

工事着手届 

 

様式甲第１号 

 

 

契約確定日から７日以内 

 

１０ 

 

２ 

 

現場代理人及び 

主任技術者等通知書 

 

様式甲第２号 

 

 

契約確定日から７日以内 

 

 

１１ 

 

３ 

 

 

工事工程表 

 

様式甲第３号 

 

 

契約確定日から７日以内 

 

 

１２ 

 

 

４ 

 

 

経歴書 

 

様式甲第４号 

 

現場代理人及び主任技術 

者等通知書に添付 

 

１３ 

 

５ 

 

 

監理技術者資格者証（写） 

 

様式甲第５号 

 

現場代理人及び主任技術 

者等通知書に添付 

 

１４ 

 

 

６ 

 

 

下請負届 

 

様式甲第６号 

 

 

状況に応じて 

 

 

１５ 

 

下請負者一覧表 

 

 

様式甲第７号 

 

 

下請負届に添付 

 

 

１６ 

 

７ 

 

施工計画書 

 

 

様式甲第８号 

 

状況に応じて 

 

１７ 

 

８ 

 

 

既済部分検査請求書（第 回） 

 

様式甲第９号 

 

 

検査予定日の10日前まで 

 

 

１８ 

 

 

９ 

 

 

発生材報告書 

 

 

様式甲第10号 

 

 

発生時より７日以内 

 

 

１９ 

 

発生材報告内訳書 

 

 

様式甲第11号 

 

 

発生材報告書に添付 

 

 

２０ 

 

 

10 

 

 

請求・通知・報告・協議書 

 

 

様式甲第12号 

 

 

状況に応じて 

 

 

２１ 

 



  
 

 

 

 

 

番号 名      称 様  式 提 出 時 期 ペ－ジ 

 

11 

 

 

承諾書 

 

 

様式甲第13号 

 

 

状況に応じて 

 

 

２２ 

 

 

 

12 

 

 

主要資材発注予定報告書 

 

 

様式甲第14号 

 

 

状況に応じて 

 

 

２３ 

 

 

主要資材発注予定表 

 

 

様式甲第15号 

 

主要資材発注予定報告書

に添付 

 

２４ 

 

13 

 

 

材料検査請求書（第  回） 

 

 

様式甲第16号 

 

 

状況に応じて 

 

 

２５ 

 

 

 

 

 

 

14 

 

材料検査予定表 

 

材料検査計画申請書 

 

材料検査計画書 

 

材料試験等報告書 

 

材料搬入報告書 

 

材料搬入報告書別紙 

 

 

様式甲第17号 

 

材料検査実施基準

で定める様式 

同上別紙 

 

材料検査実施基準

で定める様式 

材料検査実施基準

で定める様式 

同上別紙 

 

参考（必要に応じ材料検査

請求書に添付） 

 

２６ 

 

２７ 

 

２８ 

 

２９ 

 

３０ 

 

３１ 

 

15 

 

材料搬入予定調書 

 

 

（参 考） 

 

状況に応じて 

 

３２ 

 

16 

 

 

休日等の工事施工申請書 

 

 

様式甲第18号 

 

 

実施予定日の３日前まで 

 

 

３３ 

 

 

17 

 

 

（   ）承諾申請書 

 

 

様式甲第19号 

 

 

状況に応じて 

 

 

３４ 

 



  
 

 

 

 

 

番号 名      称 様  式 提 出 時 期 ペ－ジ 

 

18 

 

 

協議書 

 

 

様式甲第20号 

 

 

状況に応じて 

 

 

３５ 

 

 

19 

 

 

報告書 

 

 

様式甲第21号 

 

 

状況に応じて 

 

 

３６ 

 

 

20 

 

 

（   ）記録の報告書 

 

 

様式甲第22号 

 

 

状況に応じて 

 

 

３７ 

 

21 

 

 

事故報告書 

 

様式甲第23号 

 

事故発生後速やかに 

 

３８ 

 

22 

 

 

立会い・確認請求書 

 

様式甲第24号 

 

状況に応じて 

（工事監理委託をした場

に使用） 

 

３９ 

 

 

 

23 

 

 

工事状況報告書 

 

 

様式甲第25号 

 

状況に応じて 

（工事監理委託をした場

に使用） 

 

４０ 

 

 

施工協議書 

 

 

様式甲第26号 

 

状況に応じて 

（工事監理委託をした場

に使用） 

 

４１ 

 

 

24 

 

 

工事月報 

 

 

様式甲第27号 

状況に応じて 

（工事監理委託をした場

に使用） 

 

４２ 

 

25 

 

工事進捗率表 

 

 

様式甲第28号 

状況に応じて 

（工事監理委託をした場

に使用） 

 

４３ 

 

26 

 

工事施工写真 

 

 

（参 考） 

状況に応じて 

（工事監理委託をした場

に使用） 

 

４４ 

 

27 

 

工事請負契約数量書 

 

 

（参 考） 

 

 

契約書に添付 

 

４５ 

 

 

28 

 

緊急連絡体制表 

 

 

（参 考） 

 

状況に応じて 

 

４６ 



  
 

 

 

 

 

番号 名      称 様  式 提 出 時 期 ペ－ジ 

 

 

 

 

29 

 

施工体制台帳 

(下請負人に関する事項含む) 

 

様式甲第29号 

 

 

下請負契約後速やかに 

 

４７ 

～ 

４８ 

 

再下請負通知書 

 

 

様式甲第30号 

 

 

施工体制台帳に添付 

 

４９ 

～ 

５０ 

施工体系図兼安全衛生協議会 

組織図 

 

（参 考） 

 

施工体制台帳に添付 

 

５１ 

 

 

 

 

30 

 

 

請求内訳書 

 

様式甲第31号 

 

検査終了後速やかに 

５２ 

～ 

５３ 

 

今回請求金額計算書 

 

 

（参 考） 

 

 

請求内訳書に添付 

 

５４ 

～ 

５５ 

 

既済部分出来高内訳書 

（種目、科目、細目） 

 

（参 考） 

 

 

請求内訳書に添付 

 

５６ 

～ 

５８ 

 

 

31 

 

工事完了届 

 

 

様式甲第32号 

 

完了時 

５９ 

～ 

６０ 

工事完了届 

(契約金額 50 万円以下の工事

に使用 

 

様式甲第33号 

 

完了時 

 

６１ 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

経年調査立会報告書 

 

 

（参 考） 

 

 

立会後速やかに 

 

 

６２ 

 

 

補修箇所明細 

 

 

（参 考） 

 

 

かし補修完了届に添付 

 

 

６３ 

 

 

かし補修完了届 

 

 

（参 考） 

 

 

必要に応じて 

 

 

６４ 

 

 

 



  
 

 

 

２ 設計等の委託に係る書類（乙） 

 

 

 

 

 

 

番号 名     称 様  式 提 出 時 期 ペ－ジ 

 

１ 

 

 

委託着手届 

 

 

様式乙第１号 

 

 

契約確定日から７日以内 

 

 

６５ 

 

 

２ 

 

 

代理人及び主任技術者通知書 

 

 

様式乙第2号 

 

 

契約確定日から７日以内 

 

 

６６ 

 

 

３ 

 

 

技術者及び協力会社届 

 

 

様式乙第3号 

 

代理人及び主任技術者 

通知書に添付 

 

６７ 

 

 

４ 

 

 

経歴書 

 

 

様式乙第４号 

 

乙第２号様式又は乙第３ 

号様式に添付 

 

６８ 

 

 

５ 

 

 

誓約書 

 

 

様式乙第5号 

 

 

契約確定日から７日以内 

 

 

６９ 

 

 

６ 

 

 

工程表 

 

 

（参 考） 

 

 

契約確定日から７日以内 

 

 

７０ 

 

 

７ 

 

 

 

納品書 

 

 

様式乙第６号 

 

 

納品時 

 

 

７１ 

 

納品内訳書 

 

 

様式乙第７号 

 

 

納品書に添付 

 

 

７２ 

 

 

８ 

 

 

 

委託完了届 

 

 

様式乙第８号 

 

 

完了時 

 

 

７３ 

 

委託完了届 

(契約金額50万円以下 

の委託に使用) 

 

様式乙第９号 

 

 

完了時 

 

 

７４ 

 



  
 

 

 

３ 工事監理業務の委託に係る書類（丙） 

 

 

 

 

 

番号 名      称 様  式 提 出 時 期 ペ－ジ 

 

１ 

 

 

工事監理業務委託着手届 

 

 

様式丙第１号 

 

 

契約確定日から７日以内 

 

 

７５ 

 

 

２ 

 

 

監理業務技術者届 

 

 

様式丙第２号 

 

 

契約確定日から７日以内 

 

７６ 

 

 

３ 

 

 

経歴書 

 

 

様式甲第４号 

 

技術者及び協力会社 

監理業務技術者 届 

に添付 

 

１３ 

 

４ 

 

 

既済部分検査請求書（第 回） 

 

 

様式丙第３号 

 

 

検査予定日の10日前まで 

 

７７ 

 

 

５ 

 

工事監理業務月報（ 年 月） 

 

 

様式丙第４号 

 

 

次の月の５日まで 

 

 

７８ 

 

６ 

 

工事監理業務日報（ 年 月） 

 

 

様式丙第５号 

 

 

次の月の５日まで 

 

 

７９ 

 

 

 

７ 

 

 

 

協議書（NO  ） 

 

 

様式丙第６号 

 

 

状況に応じて 

 

 

８０ 

 

 

 

(協議)一覧表 

 

様式丙第７号 

 

状況に応じて 

(協議書ファイルの目次 

として使用す

る) 

 

８１ 

 

 

 

 

８ 

 

(    )承諾申請書（ＮＯ  ） 

 

 

様式丙第８号 

 

 

状況に応じて 

 

 

８２ 

 

 

 

(承諾)一覧表 

 

 

様式丙第９号 

 

状況に応じ 

(承諾申請書のファイル 

の目次として使用す

る) 

 

８３ 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 名      称 様  式 提 出 時 期 ペ－ジ 

 

 

９ 

 
報告書（ＮＯ  ） 

 

 

様式丙第10号 

 

 

状況に応じて 

 

 
８４ 

 

(報告)一覧表 

 

 

様式丙第11号 

 

状況に応じて 

(報告書のファイルの 

目次として使用す

る) 

 
８５ 

 

 

10 

 

 

請求内訳書 

（出来高、完了） 

 

様式丙第12号 

 

 

検査後速やかに 

８６ 

～ 

８７ 

 

今回請求金額計算書 

（出来高、完了） 

 

参考様式 

 

請求内訳書に添付 

８８ 

～ 

８９ 

 

11 

 

 

工事監理業務委託完了届 

 

様式丙第13号 

 

 

完了時 

 

 

９０ 

 



  
 

用語の説明 

 

「現場代理人」とは工事現場に常駐し、請負契約の的確な施工を確保するため、受注者の代理 

人として、工事現場の取締を行い、工事の施工に関する一切の事項を処理するものである。 

 

     「主任技術者」及び「監理技術者」は、いずれも、工事現場における建設工事の施工の技術上 

    の管理をつかさどる者として、建設業法上配置が義務づけられている技術者である。 

 

     「監理技術者」（建設業法第２６条第２項に規定）とは、下請負契約の請負代金の額（下請契約 

    が２以上あるときは、それらの請負代金の額の総額）が4,500万円以上（建築一式工事は7,000万円

以上）になる場合において、元請負者である特定建設業者が工事現場に配置しなければならないと

される建設業法第１５条第２号の基準を充足する技術者である。 

 

     「主任技術者」とは、その他の建設工事の現場（つまり監理技術者を置くべき建設工事現場以外 

    の建設工事現場）に配置すべきものとされる同法第７条第２号の基準を充足する技術者である。 

 

     「専門技術者」とは、 

(1) 建設業者が、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合においてその一式工事の一部で 

ある専門工事を自ら施工しようとするとき、 

(2) 建設業者が専門工事を施工する場合に自らそれに付帯する他の建設工事を施工しようとする 

 ときに建設業法上配置することが要求されている技術者である（建設業法第２６条の２）。 

 

建設業法別表（建設工事の種類） 

 

土木一式工事 ※ 建築一式工事 ※ 大工工事 左官工事 

とび・土工・コンクリ－ト工事 石工事 屋根工事 

電気工事 ※ 管工事 ※ タイル・れんが・ブロック工事 

鋼構造物工事 ※ 鉄筋工事 ほ装工事 ※ しゅんせつ工事 

板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 

内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 

造園工事 ※ さく井工事 建具工事 水道施設工事 

消防施設工事 清掃施設工事   

※ 印（７業種）は指定建設業（業法第１５条第２号ただし書き）に係る建設工事の種類 

 

例 

 土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 

        （補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。） 

 建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。 
 


